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第１４回選定部会における審議事項 

 

１ クラス担当保育士の配置 

＜前回選定部会の方向性＞ 

 移管日の前日に在所している児童のクラス担当については，市と法人それぞれの

職員を配置する。 

＜前回選定部会での主な意見＞ 

 ・ 市と法人の保育士がコミュニケーションを取ることが重要であり，各クラス担

任に市と法人それぞれの保育士を配置する方が望ましい。崇仁保育所の保育を引

き継ぐに当たっては，移管前の崇仁保育所の保育士が移管後に残ると上手くいく

のではないか。 

 ・ 市と法人の保育士が同じクラスに入ることで，スムーズな運営ができると思う。

そうでなければ，法人側が特定のクラスのことが分からないといったことにもな

りかねない。 

 ・ 先生同士の連携が取れていなければ，子どもは敏感に感じ取る。子どもに影響

が出ないように引き継いで欲しい。 

 

２ 派遣期間 

＜前回選定部会の方向性＞ 

 市の職員の派遣期間は３年間が妥当である。 

＜前回選定部会での主な意見＞ 

 ・ 担任として，市と法人それぞれの保育士を配置するのであれば，５年よりも短

い期間で引継ぎができる。３年で十分ではないか。 

 ・ 保護者は５年間市の保育士が関わると安心すると思うが，実際に保育園を運営

する側からすると５年は長すぎると思う。一番大事なことは子どもが保育園を楽

しいと思うことであり，そうなれば保護者は納得すると思う。そのためには，引

継ぎをきっちりと行う必要がある。 

 ・ 民間移管と移転が同時にある平成３２年度が心配である。移管前の保育士が１

年間残ってくれれば，１年間で新しい園舎にも慣れることができ，２年目以降に

ついては，市の保育士，法人の保育士にかかわらず担任が持ち上がってくれれば，

さらに安心できるのではないかと思う。 

 

３ 法人の主任保育士 

＜前回選定部会の方向性＞ 

 法人の主任保育士を配置する。 

＜前回選定部会での主な意見＞ 

 ・ 市の副園長と対等に新しい園舎での保育を考えていく職員が必要であること，

法人職員の相談等に対応する職員が必要であることから，法人の主任保育士が必

要ではないか。 
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４ 移管後の運営に係る基本事項における「保育士」の要件 

＜前回選定部会の方向性＞ 

 「保育士」の要件を設ける。 

＜前回選定部会での主な意見＞ 

 ・ 市と法人の保育士が一緒にクラス運営をしていくのであれば，移管後の運営に

係る基本事項における保育士の要件が必要と考える。具体的な要件については検

討が必要。 

 

【審議事項４における参考資料】 

 別紙１移管後の運営に係る基本事項 

 

 

５ 点数配分 

＜前回選定部会での主な意見＞ 

 ・ 運営実績・事業計画・整備計画の配点バランスを再検討する。 

 

【審議事項５における参考資料】 

 別紙２運営実績，事業計画及び整備計画の点数配分 

 

 

６ 整備計画 

＜前回選定部会での主な意見＞ 

 ・ 整備方針のウェイトは高くしてもよいと思う。 

 ・ 資金面はできていて当然の項目であるため，係数を低くし，整備方針の係数を

高くしてもよい。 

 

【審議事項６における参考資料】 

 別紙３書面審査の項目及び基準 
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運営実績，事業計画及び整備計画の点数配分 

 

１ 他都市の点数配分 

   仙台市 

 運営実績 事業計画 整備計画 合計 

点数（割合） ４０点（２９％） ８０点（５９％） １６点（１２％） １３６点 

 

   名古屋市 

 運営実績 事業計画 整備計画 合計 

点数（割合） １０点（１４％） ５５点（７９％） ５点（７％） ７０点 

 

   大阪市 

 運営実績 事業計画 整備計画 合計 

点数（割合） ６０点（４０％） ６０点（４０％） ３０点（２０％） １５０点 

 

   神戸市 

 運営実績 事業計画 整備計画 合計 

点数（割合） ２８点（２８％） ６１点（６１％） １１点（１１％） １００点 

 

   北九州市 

 運営実績 事業計画 整備計画 合計 

点数（割合） ２４点（２４％） ７０点（７０％） ６点（６％） １００点 

 

 

２ 他都市との比較 

 ≪現案≫（開智幼稚園の認定こども園移行に係る整備運営法人募集要項と同様の点数配分） 

 運営実績 事業計画 整備計画 合計 

点数（割合） ７５点（３７．５％） ７５点（３７．５％） ５０点（２５％） ２００点 

 

 ≪他都市平均≫ 

 運営実績 事業計画 整備計画 合計 

割合 ２９．１％ ５８．６％ １２．３％ １００％ 
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